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学校給食費について（お知らせ） 

 

 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 日頃より、町教育行政に対しまして、ご理解ご協力を賜り厚く感謝申し上げ

ます。 

 さて、昨年１１月１８日各小中学校長及びＰＴＡ会長等で組織する学校給食

運営委員会を開催し、来年度の給食費について検討いたしました。その結果を

踏まえ、令和７年度の給食費につきましては、下記のとおり改定することとな

りましたので、お知らせいたします。 

 今後とも、安心安全で充実した給食の提供に努めてまいります。ご理解賜り

ますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 改定金額 

  小学校 現行 ４，３００円  → ５，４００円に改定 

  中学校 現行 ５，０００円  → ６，３００円に改定 

  幼稚園は小学校に準じ、５，４００円に改定します。 

 （日割り給食代金は、現行 小学校２５０円を３３０円に、中学校２９０円を

３９０円に改定します。） 

 

２ 開始時期  令和７年４月から 

 

３ 改定理由 

  現行の給食費（小学校 4,300 円、中学校 5,000 円）につきましては、平成

３１年（令和元年）度に改定されました。生鮮食料品を除く給食食材費の変

動率は、前回改定時の令和元年度と令和６年度を比較した場合、平均で約

24.2％上昇しています。その中でも、牛乳、ご飯、パン及び麺類の基本物資

につきましては、平均で約 27.3％の上昇となっています。このようなことか

ら、次のとおり給食会計が逼迫した状態となっています。 



【令和３年度から令和５年度までの給食会計の状況】 

                            （単位：円） 

項  目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

（収入）給食費 ① 58,393,332 59,056,970 58,971,890 

（支出）食材費 ② 58,381,149 60,327,240 64,918,948 

収支（①－②） 12,183 ▲1,270,270 ▲5,947,058 

                           （▲はマイナス） 

各年度の給食費①から食材費②を差し引いた場合、令和４年度以降はマイナ

スとなっており、令和５年度では約６００万円のマイナスとなりました。令和

４年度及び５年度は、給食費だけでは食材費を賄いきれず、繰越金や一時的に

交付された国からの補助金により対応してきました。 

こうした状況のほか、給食について一定の水準を維持し、かつ食育に配慮し

た内容とするため、今回の改定に至りました。 

なお、年度内の急な給食費の改定を避けるため、令和７年１月から３月につ

きましては、町が食材費の一部を補助しています。 

 

４ 町の補助制度 

  町では、子育て支援を推進するため、小中学校に在籍する児童生徒の第 1

子及び第２子は１/２、第３子以降は全額を補助しています。来年度につきま

しても、この補助制度を継続する予定です。なお、これはあらかじめ補助す

るものではありませんので、一旦は各月決められた額を納入していただき、

納付状況を確認し後日補助金として交付します。（年２回交付予定） 

 【補助予定額】 

区 分 内 訳 第１子 第２子 第３子 

小学生 
給食費（月額） ５，４００円 ５，４００円 ５，４００円 

町の補助金 ２，７００円 ２，７００円 ５，４００円 

中学生 
給食費（月額） ６，３００円 ６，３００円 ６，３００円 

町の補助金 ３，１５０円 ３，１５０円 ６，３００円 

＊補助制度の詳細につきましては、町ホームページ等でご確認ください。 

 

【問合せ先】 

教育委員会 教育総務課 TEL 0493-62-0823 

嵐山町学校給食センター TEL 0493-62-6127 

＊メールによる場合は、町ホームページ「かんたん電子申請」

をご利用ください。 


